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衆
議
院
議
員
加
藤
尚
彦
君
提
出
未
成
年
者
の
喫
煙
と
禁
煙
補
助
剤
お
よ
び
ガ
ム
タ
バ
コ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
ガ
ム
タ
バ
コ
は
、
葉
た
ば
こ
を
原
料
の
一
部
と
し
、
か
み
用
に
供
し
得
る
状
態
に
製
造
さ
れ
た
も
の
で
、
た
ば

こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
、
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
で
あ

し

り
、
嗜
好
品
と
し
て
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
販
売
は
、
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
製
造

た
ば
こ
の
小
売
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
営
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。

一
方
、
御
指
摘
の
禁
煙
補
助
剤
は
、
禁
煙
の
補
助
を
目
的
と
す
る
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第

二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
で
あ
り
、
嗜
好
品
と
し
て
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
法
第

二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
に
は
該
当
し
な
い
。
ま
た
、
そ
の
販
売
は
、
薬
事
法
第
五
条
に
規
定
す
る
薬
局
並
び

に
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
販
売
業
及
び
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
薬
種
商
販
売
業
の
店
舗

に
お
い
て
、
薬
剤
師
又
は
薬
種
商
販
売
業
者
に
よ
る
服
薬
指
導
等
、
医
薬
品
の
適
正
使
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報
提
供
の
下

に
行
わ
れ
る
。

一



�
に
つ
い
て

た
ば
こ
の
規
制
に
関
す
る
世
界
保
健
機
関
枠
組
条
約
の
第
一
条
（
ｆ
）
は
、
「
た
ば
こ
製
品
」
の
定
義
に
つ
い
て
「
全
部

又
は
一
部
が
原
材
料
と
し
て
の
葉
た
ば
こ
か
ら
成
る
」
こ
と
を
要
件
と
し
て
お
り
、
原
材
料
と
し
て
の
葉
た
ば
こ
を
含
ま
な

い
禁
煙
補
助
剤
は
、
同
条
約
に
い
う
「
た
ば
こ
製
品
」
に
該
当
せ
ず
、
ま
た
、
同
条
約
の
作
成
交
渉
の
過
程
に
お
い
て
、
同

条
約
第
一
条
（
ｆ
）
の
規
定
は
葉
た
ば
こ
を
原
材
料
と
す
る
治
療
薬
ま
で
も
「
た
ば
こ
製
品
」
に
包
含
す
る
こ
と
を
意
図
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、禁
煙
補
助
剤
は
同
条
約
に
い
う
「
た
ば
こ
製
品
」
に
該
当
し
な
い
。

�
に
つ
い
て

未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
三
十
三
号
）
上
の
「
煙
草
」
と
は
、
社
会
通
念
上
の
嗜
好
品
と
し
て
の

た
ば
こ
製
品
、
す
な
わ
ち
、
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
と
同
義
で
あ
り
、
ガ
ム
タ
バ
コ
は
、
�
に
つ
い
て

で
述
べ
た
と
お
り
、
製
造
た
ば
こ
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
未
成
年
者
が
こ
れ
を
喫
し
た
場
合
に
は
、
未
成
年
者
喫
煙
禁
止

法
第
一
条
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
り
、
補
導
の
対
象
と
な
る
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

医
薬
品
で
あ
る
禁
煙
補
助
剤
は
、
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
嗜
好
品
と
し
て
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

二



法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
に
該
当
せ
ず
、
未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
上
の
「
煙
草
」
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

か
ら
、
未
成
年
者
が
こ
れ
を
使
用
し
ニ
コ
チ
ン
を
服
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
法
第
一
条
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
を

理
由
と
す
る
補
導
の
対
象
と
な
ら
ず
、
ま
た
禁
煙
補
助
剤
は
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
没
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

�
に
つ
い
て

た
ば
こ
税
（
た
ば
こ
特
別
税
を
含
む
。
）
の
課
税
対
象
は
、
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
と
さ
れ
て
お
り
、

嗜
好
品
と
し
て
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

医
薬
品
で
あ
る
禁
煙
補
助
剤
は
、
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
嗜
好
品
と
し
て
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

同
法
上
の
製
造
た
ば
こ
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
た
ば
こ
税
の
課
税
対
象
と
な
ら
な
い
。

�
に
つ
い
て

�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
ガ
ム
タ
バ
コ
は
、
嗜
好
品
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
薬
事
法
第
二
条
第
一
項

に
掲
げ
る
医
薬
品
の
定
義
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
医
薬
品
と
し
て
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
の
対

象
と
な
ら
な
い
。

三


